
       那 覇 市 公 報  第１３９０号   2004（平成16）年６月１５日 

 

 

毎月２

那覇市

那

 目    次 

◇ 規    則 

○那覇市健康診査費用徴収規則の一部を改正する規則（健康推

････

･･････････････････････････････

･･････････････

◇ 告    示 

○平成１６年度市政功労者の表彰について（秘書広報課）

○平成１６年（２００４年）６月那覇市議会定例会の招集につ

○平成１６年度那覇市老人保健特別会計補正予算（健康推進課

○平成15年度下半期那覇市の財政（平成16年 3月 31日現在）

◇ 公    告 

○那覇広域都市計画公園事業の施行について（花とみどり課）

○宅地の一般公開抽選処分について（真嘉比古島区画整理事務

◇ 水道局規程 

○那覇市水道局人事評価規程

◇ 病院管理規程 

○那覇市立病院公印規程の一部を改正する規程

◇ 教育委員会規則 

○那覇市立幼稚園保育料の減免に関する規則の一部を改正する

 
281
第１３９０号 

回 １，１５日発行

発  行  所 

泉崎１丁目１番１号

覇市総務部総務課 
進課）････････

･･････････････

･･

････････････

････

･･････････････

･･････････

･･････････････

･･････････････

･･････････

284 

285 

いて(総務課) 287 

） 288 

（財政課） 289 

304 

所） 304 

307 

315 

規則 315 



       那 覇 市 公 報  第１３９０号   2004（平成16）年６月１５日 

◇ 教育委員会訓令 

○那覇市教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令････････････････････

･･････････････

････････････････････････

････････････････

････････････････････････････････････

････････････････････････････････････････

････････････････････････

319 

◇ 教育委員会教育長訓令 

○那覇市教育委員会教育長事務決裁規程の一部を改正する訓令 320 

○那覇市教育委員会職員の勤務の記録に関する規程 323 

○那覇市教育委員会職員の名札の制式及び貸与に関する規程 325 

◇ 選挙管理委員会告示 

○指定在外選挙投票区の指定について 327 

○選挙人名簿登録の抹消について 328 

○直接請求に要する選挙権を有する者の数について 328 

 

 

 
282



       那 覇 市 公 報  第１３９０号   2004（平成16）年６月１５日 

 

 

規    則 
 

 

 

 

 

 

 
283



       那 覇 市 公 報  第１３９０号   2004（平成16）年６月１５日 

那覇市健康診査費用徴収規則の一部を改正する規則（健康推進課） 

 

 

 

 

 

 

 

 
284



       那 覇 市 公 報  第１３９０号   2004（平成16）年６月１５日 

 

告    示 
 

那覇市告示 第 ２８号 

平成１６年 ５月２８日 

掲    示    済 

平成１６年度市政功労者の表彰について（秘書広報課） 
平成１６年度市政功労者の表彰について 

 

 平成１６年度那覇市政功労者の表彰について那覇市政功労者表彰条例第２条第１

項に規定に基づき、次の者を那覇市政功労者として表彰したので、同条例第５条第

２項の規定により公示する。 

那覇市長 翁 長 雄 志 

登録番号３１０号 

 氏  名  松茂
ま つ も

良
ら

 興
おき

辰
たつ

 （６２歳） 

 現 住 所  那覇市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 功績概要  昭和４８年８月から４期１３年余にわたり市議会議員を務め、市民

福祉の向上及び市政発展に貢献した。 

 

登録番号３１１号 

 氏  名  亀島
かめしま

 賢
けん

優
ゆう

 （６０歳） 

 現 住 所  那覇市＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 功績概要  昭和６０年８月から現在まで５期１９年余にわたり市議会議員を務

め、その間２年間議長を歴任、市民福祉の向上及び市政発展に貢献

している。 

 

登録番号３１２号 

 氏  名  山里
やまざと

 昌幸
まさゆき

 （６４歳） 

 現 住 所  那覇市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 功績概要  昭和５３年１０月から現在まで１１期２５年余にわたり那覇市農業

委員を務め、その間２期６年間、農業委員会会長を歴任、那覇市の

農業発展に貢献している。 

 

登録番号３１３号 

 氏  名  宮里
みやさと

 朝光
ちょうこう

 （７９歳） 

 現 住 所  那覇市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 功績概要  昭和６１年より那覇大綱挽保存会理事に就任し、那覇大綱挽の継承

発展に尽力する。また、那覇市文化財調査審議会会長を歴任し、文

化財の調査・審議・指定、沖縄方言の普及など教育の分野において

も貢献している。 
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登録番号３１４号 

 氏  名  新垣
あらかき

 清
きよ

 （７３歳） 

 現 住 所  那覇市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 功績概要  昭和５４年から自治会長として地域の自治会活動をはじめ、那覇市

民生委員・児童委員や交通安全活動推進員、クリーン指導員等数多

くの社会福祉活動や奉仕活動に献身的に取り組み、市民の安全と生

活向上に貢献している。 

 

登録番号３１５号 

 氏  名  佐久本
さ く も と

 政彦
まさひこ

（８１歳） 

 現 住 所  那覇市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 功績概要  学校医として２０年にわたり安全衛生面や児童生徒の健康保持増進

に尽力した。さらに、那覇市公立保育施設の嘱託医師や認可外保育

園の検診医師として小児医療保健へ貢献している。 

 

登録番号３１６号 

 氏  名  高良
た か ら

 一雄
か ず お

 （７９歳） 

 現 住 所  那覇市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 功績概要  平成３年の那覇市クリーン指導員制度発足と同時に委嘱され、翌年

度からはクリーン指導員連絡協議会会長として会員３００人に先頭

に立ち、また、那覇市一般廃棄物審議会委員として３期６年間務め

るなど、ごみ問題に大きく貢献している。 

 

登録番号３１７号 

 氏  名  仲村
なかむら

 正治
せ い じ

 （７２歳） 

 現 住 所  那覇市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 功績概要  那覇市議２期７年・県議会議員２期７年を経て衆議院議員をとして

現在６期目。沖縄開発政務次官、内閣府副大臣を歴任し、本市のみ

ならず本県の産業振興・経済発展のため貢献している。 

 

登録番号３１８号 

 氏  名  赤嶺
あかみね

 幸
こう

信
しん

 （８５歳） 

 現 住 所  那覇市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 功績概要  昭和５１年６月から３期１２年にわたり県議会議員を務め、那覇市

のみならず沖縄県の発展に大きく貢献した。 

 

登録番号３１９号 

 氏  名  仲田
な か だ

 節
せつ

 （７５歳） 
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 現 住 所  那覇市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 功績概要  昭和４８年１２月から３０余年にわたり那覇市民生委員・児童委員

を務め、その間地区民生委員協議会副会長を歴任し、組織の発展及

び地域・市民福祉の向上に貢献した。 

 

 

 

 

 

 

那 覇 市 告 示 第 29 号  

平成１６年５月 28 日  

掲    示    済  

平成１６年（２００４年）６月那覇市議会定例会の招集について(総務課) 

平成１６年（２００４年）６月那覇市議会定例会の招集について 

 

平成１６年（２００４年）６月那覇市議会定例会を次のように招集する。 

 

                 那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

１ 招 集 の 日                    平成１６年６月９日（水） 

２ 招 集 の 場 所                    那覇市議会議場 

 

 

 

 

 

 

 

 

那覇市告示第 ３１号  

平成１６年６月１５日  

 

 

平成１６年５月２４日付けで専決処分を行った平成１６年度那覇市老人保健特

別会計の補正予算（第１号）は次のとおりである。 

                        那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 
287



       那 覇 市 公 報  第１３９０号   2004（平成16）年６月１５日 

 

平成１６年度那覇市老人保健特別会計補正予算（健康推進課） 
平成１６年度那覇市老人保健特別会計補正予算（第１号） 

 

平成１６年度那覇市の老人保健特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１２７，９５５千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３，３８１，５９４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入                          （単位：千円） 
款 項 補正前の額 補正額 計 

 14,702,040 77,171 14,779,221１支払基金交付金 

１支払基金交付金 14,702,040 77,171 14,779,221

 5,701,060 48,324 5,749,384２国庫支出金 

１国庫負担金 5,701,060 48,324 5,749,384

 1,425,265 2,460 1,427,725３県支出金 

１県負担金 1,425,265 2,460 1,427,725

    歳  入  合  計 23,253,639 127,955 23,381,594

 

 

 

 

 

 

歳 出                          （単位：千円） 
款 項 補正前の額 補正額 計 

 8 7,640 7,648

１ 償還金 7 2,855 2,862

２ 諸支出金 

         

２ 繰出金 1 4,785 4,786

 0 120,315 120,315３ 繰上充用金 

１ 繰上充用金 0 120,315 120,315

歳  出  合  計 23,253,639 127,955 23,381,594
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那覇市告示第 ３２号  

平成１６年６月１５日  

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第１項及び地方公営企業法（昭

和27年法律第292号）第40条の２第１項の規定により、平成15年 10月１日から

平成16年３月31日までの期間における財政状況及び公営企業の業務状況を次のと

おり公表する。 

那覇市長 翁 長 雄 志  

平成 15 年度下半期那覇市の財政（平成 16 年 3 月 31 日現在）（財政

課） 
 

   平成１５年度下半期那覇市の財政(平成１６年３月３１日現在) 

 

１ 一般会計・特別会計 歳入及び歳出の状況     

                                      （単位：千円、％） 

 上半期 下半期 年 間 年 間 

 収入済額 収入済額 収入済額 収入率

 

 区  分 予算現額 

支出済額 支出済額 支出済額 執行率

 43,505,540 41,657,791 85,163,331 80.4

 
（１） 一般会計 105,867,625

41,841,523 50,865,605 92,707,128 87.6

 30,778,063 40,646,605 71,424,668 87.0

 
（２） 特別会計 82,059,900

32,044,041 40,188,453 72,232,494 88.0

    1,262,915 2,506,375 3,769,290 78.2

    
土地区画整理事業 4,818,796

945,746 2,611,027 3,556,773 73.8

 内  2,087,100 3,292,552 5,379,652 74.5

    
下水道事業 7,217,417

2,649,679 3,381,069 6,030,748 83.6

    10,653,277 14,606,221 25,259,498 82.5

    
国民健康保険事業 30,633,225

12,054,271 14,823,453 26,877,724 87.7

 訳  10,514,685 11,707,190 22,221,875 91.7

    
老人保健 24,234,272

10,701,871 11,832,329 22,534,200 93.0

    799 37,673 38,472 57.7

    
市街地再開発事業 66,624

2,382 1,455 3,837 5.8

    6,259,287 8,496,594 14,755,881 97.8

    
介護保険事業 15,089,566

5,690,092 7,539,120 13,229,212 87.7

 74,283,603 82,304,396 156,587,999 83.3

 
合  計 （１）＋（２） 187,927,525

73,885,564 91,054,058 164,939,622 87.8
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2 一般会計歳入及び歳出の状況 

 

歳 入                                                                    （単位：千円、％） 

  予算科目 予算現額 上半期 下半期 年間 年間

      収入済額 収入済額 収入済額 収入率

   市税 32,504,371 18,306,900 13,466,656 31,773,556 97.8

   地方譲与税 818,049 259,248 590,110 849,358 103.8

   地方交付税 12,944,627 9,331,771 3,795,991 13,127,762 101.4

   分担金及び負担金 955,383 482,279 514,078 996,357 104.3

   使用料及び手数料 2,969,287 1,334,666 1,521,002 2,855,668 96.2

   国庫支出金 27,399,072 6,953,110 15,004,056 21,957,166 80.1

   県支出金 4,152,322 1,091,183 1,687,241 2,778,424 66.9

   繰入金 1,351,143 0 1,312,081 1,312,081 97.1

   繰越金 1,975,609 1,975,608 0 1,975,608 100.0

   諸収入 1,805,166 529,684 1,078,536 1,608,220 89.1

   市債 14,138,500 94,800 1,111,900 1,206,700 8.5

   その他 4,854,096 3,146,291 1,576,140 4,722,431 97.3

   合   計 105,867,625 43,505,540 41,657,791 85,163,331 80.4

 

 

歳 出                                                                （単位：千円、％）

  

  予算科目 予算現額 上半期 下半期 年間 年間

      支出済額 支出済額 支出済額 執行率

   議会費 786,552 366,729 355,822 722,551 91.9

   総務費 9,832,733 3,115,331 4,734,264 7,849,595 79.8

   民生費 35,012,262 16,362,898 17,724,777 34,087,675 97.4

   衛生費 8,168,009 3,573,208 3,315,849 6,889,057 84.3

   労働費 37,484 12,282 14,192 26,474 70.6

   農林水産業費 186,787 85,814 68,227 154,041 82.5

   商工費 1,878,100 561,853 649,184 1,211,037 64.5

   土木費 21,944,565 6,385,250 9,651,943 16,037,193 73.1

   消防費 2,779,215 1,111,792 1,292,263 2,404,055 86.5

   教育費 13,220,695 4,180,120 7,173,566 11,353,686 85.9

   災害復旧費 4 0 0 0 0.0

   公債費 11,928,821 6,036,246 5,885,518 11,921,764 99.9

   その他 92,398 50,000 0 50,000 54.1

   合   計 105,867,625 41,841,523 50,865,605 92,707,128 87.6
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６ 市民１人当たり行政経費及び市税負担額（一般会計）  

   平成１６年３月３１日現在人口    310,180 人 （外国人登録人口を含む） 

    市民１人当たり行政経費       298,882 円 

市民１人当たり市税負担額    102,436 円 

 

（単位：千円）  

 １人当たり行政経費 298,882

  議会費 2,329

  総務費 25,307

  民生費 109,896

  衛生費 22,210

  労働費 85

  農林水産業費 497

  商工費 3,904

  土木費 51,703

  消防費 7,751

  教育費 36,604

  災害復旧費 0

  公債費 38,435

  その他 161
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公    告 
 

 

那覇市公告第  １３ 号 

平成１６年 ６ 月 ３日 

                           掲    示    済 

那覇広域都市計画公園事業の施行について（花とみどり課） 
那覇広域都市計画公園事業の施行について 

 

  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６２条第１項の規定による事業認可

の図書の送付を受けたので、同法第６２条第２項及び同法施行規則第４９条の規定

に基づき「事業地を表示する図書」を公衆の縦覧に供する。 

 

                                       那覇市長  翁 長 雄 志  

 

   １ 都市計画事業の種類及び名称 

       種 類     那覇広域都市計画公園事業 

       名 称     ２・２・那８６号 那覇新都心８号街区公園 

   ２ 施行者の氏名 

       那 覇 市 

   ３ 事業所の所在地 

       沖縄県那覇市泉崎１丁目１番１号 

   ４ 事業地の所在地 

       沖縄県那覇市上之屋１丁目地内 

   ５ 事業の施行期間 

       平成１６年５月２５日から平成１８年３月３１日まで 

   ６ 縦覧の場所 

       那覇市役所  建設管理部 花とみどり課 

            （那覇市銘苅２丁目３番１号、新都心銘苅庁舎３階） 

 

 

 

那覇市公告第 １５号 
平成１６年６月１５日 

宅地の一般公開抽選処分について（真嘉比古島区画整理事務所） 

宅地の一般公開抽選処分について 

 
宅地（保留地）を一般公開抽選により処分するので、那覇広域都市計画事業土地

区画整理事業の保留地処分に関する規則（昭和５７年那覇市規則第１０号）第２条

の規定に基づき、次の事項を公告する。 

 
 
304



       那 覇 市 公 報  第１３９０号   2004（平成16）年６月１５日 

那覇広域都市計画事業 
真嘉比古島第二土地区画整理事業 
施行者  那 覇 市 
代表者  那覇市長  翁長 雄志 

 
１ 宅地の位置、地積及び処分価格 

真嘉比古島第二土地区画整理地区内（２画地） 
①12街区6画地  127.32㎡  17,124,000円 
②73街区8画地    101.08㎡  12,432,000円 
 

２ 資格 

次の各号のいずれかに該当する者は、抽選に参加することができない。 
(1)未成年者、成年被後見人又は被保佐人並びに破産者で復権を得ない者。 
(2)宅地の抽選日において、本市内に住所を有する期間が３か月未満の者。ただ

し、当該区画整理事業に係る権利者を除く。 
(3)過去１０年間に本市から宅地（保留地）を買い受けた者。 

 
３ 抽選の日時及び場所 

(1)日時 平成16年7月６日(火)午後2時から 
(2)場所 真嘉比古島区画整理事務所 

那覇市字真嘉比343-13 電話 886-8582 

 
４ 参加申込みの受付期間及び場所 

(1)日時 平成16年6月22日(火)午前8時30分から 
平成1６年7月5日(月)午後5時まで 

              （土曜、日曜日可） 
(2)場所 真嘉比古島区画整理事務所 

那覇市字真嘉比343-13 電話886-8582 

 
５ その他抽選に必要な事項 

(1)抽選参加申込みは、１世帯又は１法人につき１筆とする。 
(2)その他抽選に必要な事項については、真嘉比古島区画整理事務所にて配布す

る。 
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水道局規程 
 

                         那覇市水道局規程第13号 

平成 16 年５月 31 日 

公 布 済 

  

 那覇市水道局人事評価規程をここに公布する。 

 

那覇市水道事業管理者  

                水道局長 高 嶺  晃  

那覇市水道局人事評価規程 
   那覇市水道局人事評価規程 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、那覇市水道局企業職員（以下「職員」という。）の人事評価

に関し必要な事項を定め、人材育成、業務改善及び適正な人事上の処遇を行うこ

とにより、効率的な行政運営を実現することを目的とする。 

 （用語の意義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 人事評価 この規程に定める手続により、勤務実績及び職務遂行能力を評価

し、記録することをいう。 

(2) 勤務実績 職員が割り当てられた職務を遂行した実績をいう。 

(3) 職務遂行能力 職務の遂行に当たって顕れた職員の能力をいう。 

(4） 実績評価 職員の勤務実績の評価をいう。 

(5） 能力評価 職員の職務遂行能力の評価をいう。 

(6） 多面評価 部下等による評価をいう。 

(7) 評価者 実績評価、能力評価又は多面評価を実施する者をいう。 

(8) 被評価者 職員（水道事業管理者（以下「管理者」という。）が人事評価を

することが適当でないと認める者を除く。）で人事評価を受けるものをいう。 

(9） 評価シート 人事評価の記録様式をいう。 

 （基本原則） 

第３条 人事評価は、職員の勤務実績及び職務遂行能力を当該職員の職務の種類並

びに複雑、困難及び責任の度に応じて確実に判定し、職務への適性を公正に示す

ものでなければならない。 

 （人事評価の種類） 

第４条 人事評価の種類は、実績評価、能力評価及び多面評価とする。 

 （評価者の責務） 

第５条 評価者は、評価者の心構え（別表第１）に留意し、職員の勤務実績及び職

務遂行能力を評価し、評価シートに記録するものとする。 

 （被評価者の責務） 

第６条 被評価者は、その趣旨に則り、評価の実施に必要な事項を評価シートに記

載等しなければならない。   
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 （基準） 

第７条 人事評価の実施は、次に掲げる評価基準によるものとする。 

(1) 職位役割期待水準（別表第２） 

(2) 業務困難度設定基準（別表第３） 

 （実績評価の被評価者） 

第８条 実績評価は、次に掲げる職員以外の職員について行う。 

(1) 地方公務員法第22条第５項に基づき臨時的任用をされた職員 

(2) 休職、長期の出張又は研修その他の管理者が認める事由により、公正な評価

を実施することが困難であると認める職員 

 （実績評価の評価者） 

第９条 実績評価の評価者は、第一次評価者及び第二次評価者とする。 

２ 実績評価の第一次評価者は、２月１日（以下「評価基準日」という。）におけ

る被評価者の直属の上司とし、第二次評価者は、評価基準日における当該第一次

評価者の直属の上司とする。 

３ 職位上同等の職にある者については、相互に実績評価の評価者となることがで

きない。この場合における評価者については、管理者が別に定める。 

４ 部長は、第１項又は第２項の規定により評価者となる者に事故その他の管理者

が認める事由により当該評価者が実績評価を実施することが適当でないと認め

る場合においては、別の者を評価者として指名するものとする。 

 （実績評価の面談） 

第 10 条 実績評価の第一次評価者は、被評価者と面談を行った上で評価をするも

のとする。 

２ 前項の面談の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

 （実績評価の対象期間） 

第11条 実績評価の対象期間（以下「評価対象期間」という。）は、毎年４月１日

から翌年３月31日までとする。 

 （実績評価の手続） 

第 12 条 実績評価の第一次評価者は、評価基準日までの勤務実績及び評価対象期

間末日までの勤務実績見込を基に、評価基準日から 10 日以内に評価を行い、評

価シートを第二次評価者に提出するものとする。この場合において、第二次評価

者に評価結果を説明しなければならない。 

２ 実績評価の第二次評価者は、第一次評価者の評価結果及び説明等を参考に、評

価基準日から20日以内に評価を行い、評価シートを第15条に規定する評価調整

会議に提出するものとする。 

 （実績評価の補正） 

第 13 条 実績評価の第一次評価者又は第二次評価者は、評価基準日から評価対象

期間末日までの間に評価を補正すべき事由が生じたと認めるときは、評価対象期

間の末日までに管理者に対して、評価の補正を申し出ることができる。 

 （能力評価） 

第 14 条 第８条から前条までの規定は、能力評価について準用する。この場合に

おいて、第 12 条第１項中「勤務実績及び評価対象期間末日までの実績見込」と

あるのは「職務遂行過程」と読み替えるものとする。 

 （評価調整会議） 

第15条 評価の不均衡を調整するため、評価調整会議を置く。 

２ 評価調整会議は、速やかに評価の調整を行い、２月末日までに評価シートを管
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理者に提出するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、評価調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、

管理者が別に定める。 

 （評価の決定） 

第 16 条 前条第２項の規定により評価シートの提出があった場合、管理者は、速

やかに評価を決定し、評価シートを総務課長へ送付するものとする。 

２ 総務課長は、評価シートを評価対象期間末日の翌日から５年間保管しなければ

ならない。 

 （本人への評価シートの開示） 

第 17 条 被評価者は、評価対象期間末日の翌日から１月以内に総務課長に対し当

該評価対象期間に係る評価シートの開示を請求することができる。 

２ 総務課長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに被評価者に対し

て評価シートを開示するものとする。 

 （苦情申立て） 

第 18 条 被評価者は、人事評価の結果等に関し苦情があるときは、評価対象期間

末日の翌日から１月以内に苦情処理委員会へ苦情を申し立てることができる。 

２ 被評価者は、前項の申立てをしたことをもって不利益な扱いを受けることはな

い。 

（苦情処理委員会） 

第 19 条 前条第１項の規定による苦情申立てを審査するため、苦情処理委員会を

設置する。 

２ 苦情処理委員会は、苦情申立ての審査の結果必要と認めるときは、評価者若し

くは評価調整会議に対して指導し、又は評価決定者に対して評価の修正を提言す

ることができる。 

３ 管理者は、前項の提言を斟酌し、評価を変更することができる。 

（苦情申立ての手続等） 

第 20 条 前２条に定めるもののほか苦情申立ての手続、苦情処理委員会の組織及

び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

 （多面評価） 

第21条 多面評価は、部長、副部長、課長（室長を含む。）その他管理者が必要と

認める職にある者について行うものとする。 

２ 多面評価の評価者は、次に掲げる者のうちから管理者が指名するものとする。 

 (1) 被評価者に直属する職員 

 (2) 被評価者と職位上同等の職にある職員 

３ 前２項に定めるもののほか、多面評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別

に定める。 

 （活用） 

第22条 人事評価は、指導、研修及び配置換えに活用する。 

 （その他） 

第 23 条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管

理者が別に定める。 

 

 

   付 則 

１ この規程は、公布の日から施行し、平成16年 4月 1日から適用する。 
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２ 那覇市水道局人事評価制度導入のための試行に関する規程（平成14年水道局規

程第12号）は、廃止する。 

 

別表第１（第５条関係） 

 

評価者の心構え 

  

  評価者は、人事評価を実施するに当たって公正を期すために次の事項を守るも

のとする。 

 

１ 想像や推定、あるいはうわさによるのではなく、日常の観察に基づいて適切

な判断をすること。 

２ 性別、身分、信条、政治的意見、組合所属などによって差別しないこと。 

３ 縁故関係、友人関係、同情又は偏見・先入観によって判断を左右しないこと。 

４ 厳正な立場を堅持し、他人の思惑、特に被評価者の思惑又は被評価者の個人

的な事情によって判断を左右されないこと。 

５  被評価者の過去の過失又は将来の見込みにとらわれないこと。 

６ 被評価者の性格、年齢、勤務年数の長短、学歴などによって判断を左右され

ないこと。 

７ 評価実施で知り得た秘密は他人に漏らさないこと。 

８ 各評価者は、自己の責任において独立して判断すること。 
 

 

別表第２（第７条関係） 

 職位役割期待水準 

１ ライン職 

職名 役  割  期  待  水  準 
主事 ①市民サービスの視点及びコスト意識をもって担任業務を行う。 

②指示に基づき担任業務を正確に行う。 

③担任業務の進ちょく状況について、上司に報告、連絡、相談する。 

④必要なときは他の課員を支援する。 

⑤新採用職員、業務初心者、臨時・非常勤職員等に対し、担任業務に関連する実務上の指導、助言

を行う。 
主任主事 主事の役割期待水準に以下の事項を加える。 

①応用判断が必要な担任業務を正確かつ効率的に行う。 

②担任業務を効率化、改善する。 

③課の業務の効率化、改善を提案する。 

④後輩を指導、育成する。 
係長 主任主事の役割期待水準に以下の事項を加える。 

①係の使命、目標を達成する。 

②各係員の能力や適性、業務の繁閑等を考慮して効果的に係業務を配分し、執行を管理する。 

③公平、公正に係員を指導、育成、評価し、係員の能力を向上させる。 

④係業務を効率化、改善する。 

⑤課長を補佐し、代行する。 
課長 ①上位方針を受けて、課の使命、目標を達成する。 

②各課員の能力や適性、業務の繁閑等を考慮して効果的に課業務を配分し、執行を管理する。 

③公平、公正に課員を指導、育成、評価し、課員の能力を向上させる。 

④課業務を効率化、改善する。 

⑤課業務の進ちょく状況について、上司に報告、連絡、相談する。 

⑥上司を補佐し、代行する。 

⑦課業務に関連する、全庁的な業務の効率化、改善を企画・立案する。 
副部長 ①部長の方針を受けて、下記の部長業務を補佐し、代行する。 
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部長 ①管理者を補佐し、代行する。 

②市の政策意思決定へ参画する。 

③高度な判断を要する事項についての市民対応を行う。 

④上位方針を受けて、部の使命、目標を達成する。 

⑤部業務の執行管理、人事管理を効果的に行い、効率的に行政運営を行う。 

⑥公平、公正に部員を指導、育成、評価し、部員の能力を向上させる。 

⑦部業務を効率化、改善する。 

⑧部業務の進ちょく状況について、管理者に報告、連絡、相談する。 
備考 

１ 主事及び主任主事の職名区分はそれぞれの相当職を含むものとし、技工は主事、技工長は主任主事とする 

２ 新採用職員とは、採用後１年未満の者とする。 

３ 業務初心者とは、異動又は担当替えによりその業務に携わった期間が概ね６月に満たない者とする。 

 

 

２ スタッフ職 

   職名 役  割  期  待  水  準 
主査、 

技査 
主任主事の役割期待水準に以下の事項を加える。 

①担任業務及び特定課題について調査、研究し、解決する。 

②課業務の効率化、改善を企画・立案する。 

③課長を補佐し代行する。 
主幹、 

技幹 
①担任業務及び特定課題について調査、研究し、解決する。 

②担任業務の進ちょく状況について、上司に報告、連絡、相談する。 

③担任業務に関連する、全庁的な業務の効率化・改善を企画・立案する。 

④上司を補佐し、代行する。 
備考 

１ ライン職の役割を担っている場合は、ライン職の役割期待水準も適用する。 

２ 兼職の場合は、兼職の職位の役割期待水準も担う。 

 
別表第３（第７条関係） 

 

  業務困難度設定基準 

 困難度区分は、次のとおりとし、役職別の業務における困難度は、次の表に基づき設定するものとする。 

 H： 職位役割期待水準に比べ困難  M： 職位役割期待水準に相応  L： 職位役割期待水準に比べ容易 

 

１ 主事級適用 

分類 定義 知識・技能 判断 責任 困難度

①単純・定

型業務 
上司・上級者の指示・

指導を受けながら、定

められた方法や基準ど

おりに行う業務。単純

な定型業務。 

担当業務の遂行に必要

なマニュアル、規定、

その他これに準ずるも

の等の基礎知識を要す

る。 

所定の手順又は指示通

りの手法に従っての仕

事であり、ほとんど判

断を要しない。 

他の業務への影

響は、ほとんど

ない。 

L 

②熟練・定

型業務 
上司・上級者の指示の

もと、定められた方法

や基準に従い行う業務

。 

担当業務の遂行に必要

なマニュアル、規定、

その他これに準ずるも

の等の基礎知識及び実

務知識を要する。 

マニュアル、規則等の

適用に当たって、軽度

の判断を行う。不明点

は上司、上級者に指示

を受ける。 

失敗しても修正

可能で、課内の

他の業務へ若干

の影響を与える

程度である。 

M 

③指導・支

援業務 
実務経験、専門的知識

の下に、同僚に対して

する指導・支援業務。 

担当業務遂行に必要な

基礎知識・専門的知識

及びその関連する業務

の一般的基礎知識を要

する。 

指導するに当たっては

状況に対応した説明力

、部分的判断を要する

。 

係員として係業

務の遂行に影響

を与える。 

M 

上記を超える熟練・非定型業務、判断業務又は企画・立案業務 H 
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２ 主任主事級適用 

分類 定義 知識・技能 判断 責任 困難度

①熟練・定

型業務 
上司・上級者の指示の

もと、定められた方法

や基準に従い行う業務

。 

担当業務の遂行に必要

なマニュアル、規定、

その他これに準ずるも

の等の基礎知識及び実

務知識を要する。 

マニュアル、規則等の

適用に当たって、軽度

の判断を行う。 

不明点は上司、上級者

に指示を受ける。 

失敗しても修正

可能で、課内の

他の業務へ若干

の影響を与える

程度である。 

L 

②指導・支

援業務 
実務経験、専門的知識

の下に、同僚に対して

する指導・支援業務。 

担当業務遂行に必要な

基礎知識・専門的知識

及びその関連する業務

の一般的基礎知識を要

する。 

指導するに当たっては

状況に対応した説明力

、部分的判断を要する

。 

係員として係業

務の遂行に影響

を与える。 

M 

③熟練・非

定型業務、

判断業務 

概括的な指示に基づき

かなりの実務経験、専

門的知識の下に、応用

性を持って行う非定型

業務。 

担当業務遂行に必要な

基礎知識・専門的知識

及びその関連する業務

の一般的基礎知識を要

する。 

業務を処理するに当た

って定められたルール

はないが、概括的な仕

事のやり方は指示され

ており、その範囲内で

の状況変化に対応した

部分的判断を要する。

標準的業務の急

所を預かってお

り、その誤りは

他の業務への影

響が大きい。 

M 

上記を超える熟練・複雑・非定型業務、判断業務又は企画・立案業務 H 
 

 

３ 係長級適用 

分類 定義 知識・技能 判断 責任 困難度

①熟練・複

雑・非定型

業務、判断

業務 

概括的な指示に基づき

かなりの実務経験、専

門的知識の下に、応用

性を持って行う非定型

業務。 

係業務遂行に必要な基

礎知識・専門的知識及

びその関連する業務の

一般的基礎知識を要す

る。 

業務を処理するに当た

って定められたルール

はないが、概括的な仕

事のやり方は指示され

ており、その範囲内で

状況に対応した部分的

判断を要する。またマ

ニュアル、規則等の適

用に当たって判断を要

する。 

標準的業務の急

所を預かってお

り、その誤りは

他の部門への修

正も必要としや

や影響が大きい

。 

M 

②指導・監

督業務 
係員に対する指導監督

業務。 
係業務遂行に必要な基

礎知識・専門的知識及

びその関連する業務の

一般的基礎知識を要す

る。 

係員の指導・監督業務

をするに当たっては、

状況に対応した判断を

要する。またマニュア

ル、規則等の適用に当

たって困難な判断を要

する。 

係業務の全般的

な遂行に多大な

影響を与える。 

M 

③係業務

に関わる

企画・立案

業務 

係の業務に関する複雑

な知識又は専門的知識

及び深い実務経験によ

り行う企画・立案業務

。 

広範囲の専門的知識及

び関連知識を要する。

決められた方針・施策

の下に、自己の裁量で

仕事をすることが多く

、応用判断を要し、ま

た対外折衝又は他部門

との調整を要する場合

も多い。 

係業務の要所に

関わるものであ

り、その誤り・

停滞は係の業務

又は課の業務に

遅れ等を来し、

他の部門への影

響が生じる場合

もある。 

M 

上記を超える局の方針・施策に関わる企画・立案業務 H 
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４ 課長級適用 

分類 定義 知識・技能 判断  責任 困難度

①判断業

務、管理業

務 

課の業務全般に関する

実務経験専門的知識の

下に、状況に応じた判

断を持って行う非定型

業務。課員の業務遂行

のための指導業務。 

課の業務運営に必要な

基礎知識・専門的知識

及びその関連する業務

の一般的基礎知識を要

する。 

局の方針の下に、状況

変化に対応した判断を

要する。 

課業務の全般を

預かっており、

その誤り・遅滞

は課業務の遅れ

等を来し、他の

部門への修正も

必要とし影響が

大きい場合も多

い。 

M 

②人事管

理・指導業

務 

課員の業務遂行のため

の指導業務及び人事管

理業務。 

課の業務運営に必要な

基礎知識・専門的知識

及びその関連する業務

の一般的基礎知識を要

する。 

課員からの信頼、状況

変化に対応した判断を

要する。 

課業務の全般を

預かっており、

その不適当は課

業務全体の沈滞

等を来たす。 

M 

③課業務

に関わる

企画・立案

業務 

課の業務に関する複雑

な知識又は専門的知識

及び深い実務経験によ

り行う企画・立案業務

。 

広範囲の専門的知識及

び関連知識を要する。

決められた方針・施策

の下に、自己の裁量で

仕事をし、応用判断を

要し、また対外折衝又

は他部門との調整を要

する。 

課業務の要所に

関わるものであ

り、その誤り・

停滞は課の業務

又は部の業務に

遅れ等を来し、

他の部門への影

響が生じる場合

も多い。 

M 

④局の基

本方針・重

要施策に

関わる企

画・立案業

務 

局の基本方針・重要施

策に基づき又は局の基

本方針・重要施策を決

定するための課業務の

運営に関わる複雑・高

度な企画・立案・調整

業務。 

広範囲の専門的知識及

び関連知識を要する。

局の基本方針・重要施

策に従い、又は局の基

本方針・重要施策を検

討するために、高度な

応用判断を要し、また

困難な対外折衝又は他

部門との調整を要する

。 

局の基本方針・

重要施策に関わ

るものであり、

その誤り・停滞

は局の基本施策

の決定、遂行に

遅れ等を来し、

対外的な影響も

大きい。 

H 

⑤決断・調

整業務・統

率業務 

局の基本方針の下に、

課の業務運営に関わる

複雑・高度な管理・統

率、決断・調整業務。 

高度な体系的・論理的

知識を要する。また高

度な管理知識を要する

。 

企画力・分析力・応用

力等をもって、ほとん

どの判断は、自ら行わ

なければならない。 

局の基本方針・

基本施策に関わ

るものであり、

その誤り、遅滞

は、業務全般に

及ぶほか、対外

問題にまで発展

する可能性があ

る。 

H 
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５ 部長級適用 

分類 定義 知識・技能 判断 責任 困難

度 

①判断業

務、管理業

務 

部の業務全般に関する

実務経験専門的知識の

下に、状況に応じた判

断を持って行う非定型

業務。部員の業務遂行

のための指導業務。 

部の業務運営に必要な

基礎知識・専門的知識

及びその関連する業務

の一般的基礎知識を要

する。 

局の方針の下に、状況

変化に対応した判断を

要する。 

部業務の全般を預

かっており、その

誤り・遅滞は部業

務の遅れ等を来し

、他の部門への修

正も必要とし影響

が大きい場合も多

い。 

M 

②人事管

理・指導業

務 

部員の業務遂行のため

の指導業務及び人事管

理業務。 

部の業務運営に必要な

基礎知識・専門的知識

及びその関連する業務

の一般的基礎知識を要

する。 

部員からの信頼、状況

変化に対応した判断を

要する。 

部業務の全般を預

かっており、その

不適当は部業務全

体の沈滞等を来た

す。 

M 

③部業務

に関わる

企画・立案

業務 

部の業務に関する複雑

な知識又は専門的知識

及び深い実務経験によ

り行う企画・立案業務

。 

広範囲の専門的知識及

び関連知識を要する。

決められた方針・施策

の下に、自己の裁量で

仕事をし、応用判断を

要し、また対外折衝又

は他部門との調整を要

する。 

部業務の要所に関

わるものであり、

その誤り・停滞は

部の業務に遅れ等

を来し他の部門へ

の影響が生じる場

合も多い。 

M 

④市の基

本方針・重

要施策に

関わる企

画・立案業

務 

市の基本方針・重要施

策に基づき又は市の基

本方針・重要施策を決

定するための部業務全

般又は市政の運営に関

わる複雑・高度な企画

・立案・調整業務。 

広範囲の専門的知識及

び関連知識を要する。

市の基本方針・重要施

策に従い、又は市の基

本方針・重要施策を検

討するために、高度な

応用判断を要し、また

困難な対外折衝又は他

部門との調整を要する

。 

市政全般、基本方

針に関わっており

、その誤り・遅滞

は市政の遅れ等を

来し、対外的影響

も大きい。 

M 

⑤決断・調

整業務・統

率業務 

市の基本方針の下に、

部の業務運営に関わる

複雑・高度な管理・統

率、決断・調整業務。 

高度な体系的・論理的

知識を要する。また高

度な管理知識を要する

。 

企画力・分析力・応用

力等をもって、ほとん

どの判断は、自ら行わ

なければならない。 

その誤り、遅滞は

、市政全般に及ぶ

ほか、対外問題に

まで発展する可能

性がある。 

M 

上記を超える、高度な業務 H 
備考 

１ 部長級とは、部長その他これに相当する職をいう。 

２ 副部長級（副部長その他これに相当する職をいう。）は、部長級適用とする。 

３ 課長級とは、課長その他これに相当する職をいう。 

４ 係長級とは、係長その他これに相当する職をいう。 

５ 主任主事級とは、主任主事その他これに相当する職をいう。 

６ 主事級とは、上記以外の職員をいう。 

７ 表中「上級者」とは、異動又は担当替えによりその業務に携わった期間が概ね６月を経過した者とする。 

 

 

病院管理規程 
 

那覇市病院管理規程第16号  

平 成 1 6 年 ６ 月 １ 日              

公 布 済              
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 那覇市立病院公印規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

 

                       那覇市病院事業管理者 

                 市立病院長 與 儀 實 津 夫  

那覇市立病院公印規程の一部を改正する規程 
   那覇市立病院公印規程の一部を改正する規程 

 

 那覇市立病院公印規程（平成15年那覇市病院管理規程第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 別表第１の３の項中「管理課長」を「管理課長及び医事課長」に、「１」を「２」

に改める。 

 

    付 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

 

 

教育委員会規則 
 

 

那覇市教育委員会規則第１０号 

平 成 １ ６ 年 ５ 月 ２ ８ 日 

施     行      済  

 

 那覇市立幼稚園保育料の減免に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

 那覇市教育委員会 

委員長 新城洋子 

 

那覇市立幼稚園保育料の減免に関する規則の一部を改正する規則 
那覇市立幼稚園保育料の減免に関する規則の一部を改正する規則 

 

那覇市立幼稚園保育料の減免に関する規則（昭和 58 年那覇市教育委員会規則第

５号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第１号中「市民税所得割」を「市町村民税所得割」に改める。 

 第４条中「を通じて」を「及び」に改める。 

 別表中「37，000円」を「42，000円」に、「53，000円」を「64，000円」に改め

る。 

 第１号様式を次のように改める。 
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 第２号様式を次のように改める。 

 

第２号様式 

 

保育料減免対象幼児名簿 

（       幼稚園） 

番号 

 

幼児氏名 幼児個人

コード 

保護者氏名 階層区分

 

就園人

員区分 

減免額 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

第３号様式中「保育料等」を「保育料」に、「殿」を「様」に改める。 

 第４号様式を次のように改める。 
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第４号様式 

 

第   号 

年  月  日 

 

那覇市教育委員会教育長 様 

 

那覇市立     幼稚園 

園  長        印 

 

幼稚園就園奨励費補助金に係る減免措置完了報告書 

 

 みだしのことについて、下記のとおり完了したので、保育料の減免確認書を添え

て報告します。 

記 

 

減免額 人数 計 備考 

    

    

    

計    

 

 

付 則 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の那覇市立幼稚園保育料の減免に関

する規則の規定は、平成16年４月１日から適用する。 

２ 改正後の那覇市立幼稚園保育料の減免に関する規則の規定にかかわらず、なお、

当分の間、従前の様式を使用することができる。 

 

 

教育委員会訓令 
 

那覇市教育委員会訓令第６号 

平 成 １ ６ 年 ６ 月 １ 日 

施 行 済 

 

 那覇市教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令をここに定める。 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会  

委 員 長  新 城 洋 子 

 

 
318



       那 覇 市 公 報  第１３９０号   2004（平成16）年６月１５日 

 

 

那覇市教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令 
   那覇市教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令 

 

那覇市教育委員会職員服務規程（平成３年教育委員会訓令第３号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第３条の次に次の１条を加える。 

   (名札の着用) 

第３条の２ 職員は、勤務時間中名札を衣服の胸部前面の見やすい箇所に着用しな

ければならない。 

２ ＩＣカード読取機が設置された庁舎に勤務する職員（以下「読取機適用職員」

という。）は、那覇市教育委員会職員の名札の制式及び貸与に関する規程（平成

16年那覇市教育委員会教育長訓令第11号。以下「名札規程」という。）第１号様

式に規定する名札を着用しなければならない。 

３ 前項に規定する職員以外の職員（以下「出勤簿適用職員」という。)は、名札規

程第１号様式又は第２号様式に規定する名札を着用するものとする。ただし、教

育長が指定したものを除く。 

４ 所属長が出張等により名札の着用を要しないと認めたときは、この限りではな

い。 

 第６条を次のように改める。 

 （出勤及び退勤の記録） 

第６条 読取機適用職員は、出勤時及び退勤時に、自ら名札規程第１号様式に規定

する名札による所定の操作を行って出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければな

らない。ただし、出張等の場合は、この限りではない。 

２ 出勤簿適用職員は、定刻までに出勤したときは、出勤簿に自ら押印しなければ

ならない。ただし、出張等の場合は、この限りではない。 

３ 出勤簿適用職員は、遅参したとき、又は早退しようとするときは、遅参早退簿

に時刻を明記して自ら押印しなければならない。 

４ 前３項の手続を怠る者は、原則として無届欠勤として取り扱うものとする。 

 第24条を第25条とし、第23条の次に次の１条を加える。 

 （申請等の手続の特例） 

第23条 この規程で定める申請等について、生涯学習部長が庶務管理システムによ

ることが適当と認めるものについては、庶務管理システムによる所定の操作をも

って当該申請等に代えるものとする。 

 

  付 則 

この訓令は、平成16年６月１日から施行する。 
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教育委員会教育長訓令 
 

那覇市教育委員会教育長訓令９号 

平 成 １ ６ 年 ５ 月 ２ ８ 日 

                  施     行      済  

 

 那覇市教育委員会教育長事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 那覇市教育委員会 

教育長 仲田美加子 

那覇市教育委員会教育長事務決裁規程の一部を改正する訓令 
那覇市教育委員会教育長事務決裁規程の一部を改正する訓令 

 

 那覇市教育委員会教育長事務決裁規程（平成３年那覇市教育委員会教育長訓令第

１号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第３号中「職位のもの」の次に「（主幹及び技幹を除く。）」を加え、同条

第7号中「（前号の規定により決裁することができるものをいう。以下同じ。）」を削

り、同条中第９号を第11号とし、第４号から第８号までを２号ずつ繰り下げ、同条

第３号の次に次の２号を加える。 

(4) 主幹 規則第19条第１項に規定する主幹をいう。 

(5) 技幹 規則第19条第１項に規定する技幹をいう。 

 別表第２人事に関する事項の項1号中 

「           を   「          に改め、同項３号中    

係長以下 

（学校に 

勤務する

職員の内

校長の３

日以内及

びその他

の職員の

７日以 

内） 

 主幹 

技幹 

係長以下 

（学校に 

勤務する

職員の内

校長の３

日以内及

びその他

の職員の

７日以内）

         」                」 

「            を   「         に改め、同項4号中 

係長以下 

 

 主幹 

技幹 

係長以下 

         」                」 

「           を 「            に改める。 

係長以下 

 

 主幹 

技幹 

係長以下 

         」                」 
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  別表第２財産に関する事項中 

「                                   を        

５ 物品の購入及び寄附受入れ並

びに不用品の処分に関するこ

と。 

500 万

円以上

3，000

万円未

満 

150 万

円以上

500 万

円未満 

50 万

円 以

上 150

万 円

未満 

50 万

円 未

満 

 

                                   」 

「                                            

５ 物品購入の契約に関すること。 500 万

円以上

3，000

万円未

満 

150 万

円以上

500 万

円未満 

50 万

円 以

上 150

万 円

未満 

50 万

円 未

満 

 

６ 物品の寄附受入れ及び不用品

の処分に関すること。 

  重要 軽易  

                                   」 

に改める。                

 

別表第４中２号から４号までを削る。 

 

 別表第５学校給食センターに関する事項中８号を次のように改める。 

８ 臨時職員及び非常勤職員の休

暇の承認に関すること。 

    ○ 

別表第５学校給食センターに関する事項中９号を削り、10 号を９号とし、11 号を

10号とし、12号を11号とし、同表図書館に関する事項中１号を次のように改める。 

１ 分館の臨時職員及び非常勤職

員の休暇の承認に関すること。

    ○ 

 

別表第５図書館に関する事項中２号を削り、３号を２号とし、４号から８号まで

を1号ずつ繰り上げ、同表中央公民館に関する事項の項２号中 

「             を「            に改め、同項４号中    

施設の使用許可に関する

こと。 

 施設の使用許可及びその

取消しに関すること。 

            」             」 

「               を 「              に改める。    

社会教育関係団体との調整

資料の収集及び配布に関す

ること。 

 各種の団体、機関等の連絡・

調整、資料の収集、作成及び

配布に関すること。 

             」                」 

 

 別表第５地区公民館に関する事項を次のように改める。 
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決裁区分 号 事項 

教育長 部長 副部長 課長 係長 

1 臨時職員及び非常勤職員（館長を除

く。）の休暇の承認に関すること。 

    ○ 

2 教育費雑入に係る歳入の調定、納付又

は納入の通知に関すること。 

      ２万円

以上 

２万円

未満 

3 委託契約に関すること。      30万円

以 上

100 万

円未満 

30万円

未満 

4 物品の購入に関すること。      30万円

以上50

万円未

満 

30万円

未満 

5 支出負担行為及び支出命令に関する

こと。 

     30万円

以上 

30万円

未満 

6 施設の使用許可及びその取消しに関

すること。 

       ○ 

7 各種学級及び講座等の企画運営に関

すること。 

       ○ 

8 各種の団体、機関等の連絡・調整、資

料の収集、作成及び配布に関するこ

と。 

       ○ 

9 各種団体の講師あっせんに関するこ

と。 

       ○ 

 

   付 則   

 この訓令は、平成16年６月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

那覇市教育長訓令第 10 号 

平 成 １ ６ 年 ６ 月 １ 日 

施 行 済 

 

 那覇市教育委員会職員の勤務の記録に関する規程をここに定める。 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会  

教 育 長  仲 田 美 加 子 
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那覇市教育委員会職員の勤務の記録に関する規程 
那覇市教育委員会職員の勤務の記録に関する規程 

 

那覇市教育委員会職員出勤簿整理規程（平成３年教育委員会教育長訓令第２号）

の全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、職員（県費負担職員を除く。）の勤務の記録に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（勤務の記録の整理等） 

第２条 職員の勤務の記録は、那覇市教育委員会の組織等に関する規則第19条第１

項に規定する課長相当の職位のもの（主幹及び技幹を除く。）並びに那覇市立小

学校、中学校及び幼稚園の長（以下「所属長」という。）が整理し、及び保管す

る。 

２ 所属長は必要に応じて、前項に規定する整理及び保管の一部を所属長の指定し

た者に行わせることができる。 

（勤務の記録の表示） 

第３条 所属長は、勤務時間等の割振り指定を庶務管理システム（コンピュータに

より庶務の処理及び管理を行うシステムをいう。以下同じ。）又は出勤簿等に表

示しなければならない。 

２ 所属長は、適時、職員の勤務の記録を点検し、遅参早退簿、申請等と照査の上、

別表により表示しなければならない。 

（研修又は別勤における出勤確認） 

第４条 職員が本市の主催する研修を受けるとき又は別勤をするときは、研修又は

別勤の責任者は、その出欠を確認し、所属長に報告しなければならない。 

（勤怠報告書及び年間勤怠調の提出） 

第５条 所属長は、職員の勤怠を調査し、総務課長の定める要報告該当者について

勤怠報告書により速やかに総務課長にその勤怠について報告しなければならな

い。 

２ 所属長は、前年度の職員の勤務について年間勤怠調を４月20日までに総務課長

に提出しなければならない。 

（総務課長による調査等） 

第６条 総務課長は、職員の勤務の記録の整理状況に関し必要があると認めるとき

は、適宜調査するとともに、所属長に対して報告を求めることができる。 

（出勤簿の提出及び保管） 

第７条 出勤簿は、当該年度終了後速やかに総務課長に引き継がなければならない。 

２ 総務課長は、庶務管理システムにおける職員の勤務の記録及び前項の規定によ

り引き継がれた出勤簿の保管の任に当たるものとする。 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務の記録に関し必要な事項は、教

育長が別に定める。 

 

  付 則 

この訓令は、平成16年６月１日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

表   示 

号 記録の種類 庶務管理 

システム 
出勤簿 

１ 出張又は赴任 出張 出張 

２ 研修    研修 研修( ) 

３ 別勤 別勤 別勤 

全日 週休日 ４ 週休日 

半日 

週休 

半週休 

５ 週休日の振替え 振替 振替 

６ 半日勤務時間の割振り変更 半振 半振替 

７ 休日の代休日 代休 代休日 

８ 動員による代休 動員 動員( ) 

９ 年次有給休暇 年休 年休( ) 

10 公傷病休暇 公傷 公傷 

11 結核性療養休暇 療養 療養 

12 私傷病休暇 私傷 私傷病 

13 出産休暇 産休 産休 

14 生理休暇 生休 生休 

15 夏期休暇 夏休 夏休 

16 忌引休暇 忌引 忌引 

17 ボランティア休暇 ボ休 ボラン休 

18 介護休暇 介護 介護休( ) 

19 子の看護休暇 子看 子看護休 

20 第10号から前号まで以外の

休暇 

特休 特休( ) 

21 組合休暇 組休 組休 

22 職務専念義務免除 職免 職免( ) 

23 停職 停職 停職 

24 休職 休職 休職 

25 在籍専従休職 専従 専従 

26 育児休業又は部分休業 育休 育休( ) 

27 欠勤 欠勤 欠勤( ) 

備考 

 １ 第４号において週休日が毎週土曜日及び日曜日の全日とされている場合

には、週休日の表示を記入することを要しない。 
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 ２ 表中の（ ）内には、勤務を免除された時間数（第22号において、旧盆に

よる場合にあっては旧、リフレッシュ休暇による場合にあっては勤務年数に

応じて20年又は30年）を記入する。 

 

 

 

 

那覇市教育長訓令第 11 号 

平 成 １ ６ 年 ６ 月 １ 日 

施 行 済 

 

 那覇市教育委員会職員の名札の制式及び貸与に関する規程をここに定める。 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会  

教 育 長  仲 田 美 加 子 

 

那覇市教育委員会職員の名札の制式及び貸与に関する規程 
   那覇市教育委員会職員の名札の制式及び貸与に関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、那覇市教育委員会職員（ただし、教育長が指定したものを除

く。以下「職員」という。）であることを表示するための名札の制式及び貸与に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 （制式） 

第２条 名札の制式は、第１号様式及び第２号様式のとおりとする。ただし、職制

に応じて制式を別に定めることができる。 

 （貸与） 

第３条 名札は、次に掲げるときに貸与する。 

 (1) 職員となったとき。 

 (2) ＩＣカード読取機が設置された庁舎に初めて勤務することとなったとき。  

 （届出） 

第４条 名札を損傷し、又は紛失したときは、名札損傷・紛失届（第３号様式）に

より教育長に速やかに届け出なければならない。 

（返納） 

第５条 名札は、職員でなくなったときは、速やかにこれを返納しなければならな

い。ただし、教育長が認めたものは除くものとする。 
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第３号様式（第４条関係） 

名 札 損 傷 ・ 紛 失 届 

所属 

職名 職員番号 氏名 

理由   ・紛失    ・損傷 

     ・その他（                       ） 

上記のとおり届け出ます。 

    年  月  日 

氏名       印 

  那覇市教育委員会教育長 様 

 

   付 則 

 この訓令は、平成16年６月１日から施行する。 

 

 

 

選挙管理委員会告示 
 

 

 

那覇市選挙管理委員会告示第２１号  

平 成 １６ 年 ６ 月 ２ 日  

掲       示      済  

指定在外選挙投票区の指定について 
指定在外選挙投票区の指定について 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の３第２項の規定により、次

のとおり在外選挙投票区の指定をする。 

                        那覇市選挙管理委員会 

                        委 員 長  大 城  勝 夫  

 

 

 指定在外選挙投票区 第５１投票区 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
327



       那 覇 市 公 報  第１３９０号   2004（平成16）年６月１５日 

                     那覇市選挙管理委員会告示第２２号 

平 成 １ ６ 年 ６ 月 ２ 日  

                     掲 示 済 

選挙人名簿登録の抹消について 
選挙人名簿登録の抹消について 

 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定に基づき、次のとおり 

選挙人名簿より登録を抹消した。 

                        那覇市選挙管理委員会 

                        委員長 大 城 勝 夫 

 

 

１ 登録抹消者  比嘉 達弘  他６５１名 

２ 登録抹消者リスト   別紙略 

３ 登録抹消条件 平成１６年１月１日から同年１月３1日までに転出した者 

         又は職権消除された者 

４ 登録抹消者数  ６５２名（内訳  男 ３５６名  女 ２９６名） 

 

 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会告示第23号  

平 成 １ ６ 年 ６ 月 ２ 日 

                    掲 示 済 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 
   直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項並び

に市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年３月２９日法律第６号）第４条第

１項及び第４条の２第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数並

びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第

１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市町村の合

併の特例に関する法律第４条第１１項及び第４条の２第１５項に規定する選挙権を

有する者の総数の６分の１の数は、それぞれ次のとおりである。 

 

                       那覇市選挙管理委員会  

                       委員長 大 城 勝 夫  

 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数  ４，７１３人 

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数  ７８，５４６人 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数  ３９，２７３人 
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